
下館祇園まつりに伴う臨時雑踏警備業務委託仕様書 

 

 

 

１．業務名 下館祇園まつりに伴う臨時雑踏警備業務委託 

 

２．警備業務実施場所 JR下館駅前周辺、羽黒神社周辺及び五行川大橋付近 

 

３．警備業務実施日 

  ①令和 8年 7月 23日（木） 

  ②令和 8年 7月 24日（金） 

  ③令和 8年 7月 25日（土） 

④令和 8年 7月 26日（日） 

 

４．下館祇園まつり概要 

（１）日時：令和 8年 7月 23日（木）から 7月 26日（日）の 4日間 

 

（２）場所：JR下館駅前周辺、羽黒神社周辺、本城町、旭町 

7月 26日（日）は、羽黒神社から五行川大橋付近の間 

 

（３）総観客数：4日間で約 20万人 

 

５．警備業務の目的 

下館祇園まつり期間中の下館駅前周辺及び羽黒神社周辺において、雑踏警備

等の警備業務を行うことにより、各種事件、事故等を未然に防止し、参集する

観客の安全を確保するとともに、下館祇園まつりの円滑な運営に寄与すること

を目的とする。 

 

６．警備業務の内容 

（１）警備実施計画書の作成及び提出 

 

（２）警備結果報告書の作成及び提出 

 

（３）事前の会議への参加 

 



（４）JR下館駅前周辺、羽黒神社周辺等の雑踏警備業務（別添の「令和 7年度

神輿渡御順路・交通安全立哨配置図」各日を参照のうえ、本年度の具体

的な配置等については協議のうえ決定する。） 

（５）その他、市商工観光課からの指示事項 

 

７．警備業務実施事項 

（１）警備員の配置 

①警備実施時間及び人員 

・令和 8年 7月 23日（木）16：00から 23：00・・・9名 

・令和 8年 7月 24日（金）16：00から 23：00・・・14名 

・令和 8年 7月 25日（土）16：00から 23：00・・・19名 

・令和 8年 7月 26日（日） 6：00から 10：00・・・6名 

②服装 

公安委員会届出の制服とする。 

③装備資機材 

・無線機 警備責任者と個々の警備員との連絡伝達体制を十分に確保す

るために必要な性能を有する機種とし、必要台数用意する。 

・その他誘導灯、警笛等必要な装備資機材 

 

（２）警備責任者の任務 

   警備員は、警備責任者の指揮監督を受け、市商工観光課並びに警察の協 

力関係のもとに、次の主な業務を行う。 

   ①雑踏の整理誘導、監視による各種事故の未然防止 

   ②交通の整理、誘導及び案内 

   ③危険行為、不正行為等各種事件の防止 

   ④迷子、急病人等の一時処置 

   ⑤警備本部との連絡、報告、調整 

   ⑥その他参集する観客の安全確保のために必要な業務 

 

８．業務に要する経費の負担区分 

 この仕様書にもとづく警備業務を行うにあたり必要な警備員の装備資機材、

通信費、交通費等の諸経費は、受託者の負担とする。 

 

９．保険の加入に関すること 

（１）労働災害保険に加入し、労働安全衛生に関する法令を遵守すること。 

 



（２）賠償責任保険に加入し、対人賠償、対物賠償併せて１事故１０億円以上 

の損害賠償能力を有すること。 

 

１０．中止の場合の取扱い 

 下館祇園まつりの開催中止を決定し、当日の警備員配置時間２時間前までに

受託者に連絡をした場合においては、警備員のキャンセル料は発生しないもの

とする。ただし、一度配置した場合は、その時間に関わらず指定時間分の費用

が発生するものとする。 

 

１１．その他 

 警備業務実施上、疑義または本仕様書に定めない事項が生じたときは、その

都度、市商工観光課と受託者が協議して取り決めるものとする。 


